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物
価
高
対
応
子
育
て
応
援
手
当
を
支

給
し
ま
す
。
０
歳
か
ら
高
校
生
年
代
ま

で
の
対
象
児
童
が
い
る
世
帯
に
は
１
月

中
に
案
内
を
送
付
し
ま
す
。

※�

公
務
員
な
ど
は
申
請
が
必
要
な
場
合

が
あ
り
ま
す
。

▼
対
象
者

①�

令
和
７
年
９
月
分
の
児
童
手
当
の
支

給
対
象
児
童（
令
和
７
年
９
月
に
出

生
し
た
児
童
に
つ
い
て
は
10
月
分
）

②�

令
和
７
年
10
月
１
日
か
ら
令
和
８
年

３
月
31
日
ま
で
に
出
生
し
た
児
童

▼
支
給
対
象

①
の
児
童
手
当
受
給
者

②�

の
保
護
者
の
う
ち
生
計
を
維
持
す
る

程
度
の
高
い
人

▼
支
給
額
／
対
象
児
童
１
人
に
つ
き

２
万
円（
１
回
限
り
）

お
知
ら
せ

　

市
で
は
、
住
民
税
非
課
税
世
帯
の
う

ち
、
高
齢
者
世
帯
や
障
が
い
者
世
帯
、

ひ
と
り
親
世
帯
、
生
活
保
護
受
給
世
帯

へ
灯
油
購
入
費
な
ど
の
一
部
を
助
成
し

ま
す
。

▼
対
象

（
１
）令
和
７
年
12
月
１
日
現
在
で
、
市

の
住
民
基
本
台
帳
に
登
録
さ
れ
、
世
帯

全
員
の
令
和
７
年
度
の
住
民
税
が
非
課

税
の
世
帯
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
世
帯

①�

高
齢
者
世
帯（
２
月
28
日
時
点
で
満

65
歳
以
上
と
な
る
人
を
含
む
、
65
歳

以
上
の
み
の
世
帯
）

②�
障
が
い
者
世
帯（
身
体
障
害
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
を
持
っ
て
い
る
人
か
特
別
児
童

扶
養
手
当
受
給
者
が
い
る
世
帯
）

③�

ひ
と
り
親
世
帯（
市
の
ひ
と
り
親
家
庭

医
療
費
受
給
者
証
を
持
っ
て
い
る
人

か
、
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
し
て
い

る
人
が
い
る
世
帯
）

④�

❷
と
❸
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
市
が

認
定
し
た
世
帯

（
２
）令
和
７
年
12
月
１
日
現
在
で
、
生

活
保
護
か
中
国
残
留
邦
人
支
援
給
付
を

受
け
て
い
る
世
帯

※�（
１
）（
２
）
と
も
世
帯
全
員
が
社
会

福
祉
施
設（
一
部
を
除
く
）
に
入
所

し
て
い
る
世
帯
は
支
給
対
象
と
な
り

ま
せ
ん
。

住
民
税
非
課
税
世
帯
向
け

灯
油
購
入
費
な
ど
一
部
助
成

▼
支
給
額
／
１
世
帯
当
た
り
７
千
円（
１

回
限
り
）

※�

原
則
と
し
て
申
請
者（
世
帯
主
）口
座

へ
振
り
込
み
ま
す
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
１
月
下

旬
ま
で
に
対
象
と
思
わ
れ
る
世
帯
へ
申

請
書
を
送
付
し
ま
す
。
必
要
事
項
を
記

入
し
、
２
月
27
日（
金
）ま
で
に
生
活
福

祉
課（
☎
６
５
６・６
５
１
８
）へ
返
送（
必

着
）か
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

期
限
が
過
ぎ
て
か
ら
の
申
し
込
み
は

受
け
付
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。

　
県
は「
希
望
郷
い
わ
て
モ
ニ
タ
ー
」
を

市
か
ら
６
人
募
集
し
ま
す
。

▼
業
務
内
容
／
県
政
課
題
な
ど
に
関
す

る
ア
ン
ケ
ー
ト
に
、郵
送
か
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
で
回
答（
年
５
～
10
回
程
度
）

▼
任
期
／
４
月
１
日
～
令
和
10
年
３
月

31
日

▼
募
集
人
数
／
市
内
に
住
む
18
～
39
歳

男
女
各
１
人
、
40
～
59
歳
男
女
各
１
人
、

60
歳
以
上
男
女
各
１
人（
年
齢
は
４
月

１
日
時
点
）

▼
謝
礼
／
記
念
品（
年
１
回
）

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
２
月
６

日（
金
）
午
後
５
時
ま
で
に
た
き
ざ
わ
魅

力
発
信
室（
☎
６
５
６・
６
５
６
２
）
へ

申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

希
望
郷
い
わ
て
モ
ニ
タ
ー

　
介
護
保
険
要
介
護
認
定
を
受
け
て
い
る

人
へ
各
種
認
定
書
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

▼
障
害
者
控
除
／
障
害
者
手
帳
を
持
っ

て
い
な
い
場
合
で
も
、
要
介
護
認
定
を

受
け
て
い
る
65
歳
以
上
で
、
認
知
機
能
・

身
体
機
能
が
一
定
の
基
準
に
該
当
す
る

人
は
、
市
で
発
行
す
る「
障
が
い
者
控

除
対
象
者
認
定
書
」
で
障
害
者
控
除
を

受
け
ら
れ
ま
す
。

▼
医
療
費
控
除
／
介
護
に
使
用
す
る
お

む
つ
代
の
医
療
費
控
除
を
受
け
る
に
は
、

医
師
が
発
行
す
る「
お
む
つ
使
用
証
明

書
」（
有
料
）
が
必
要
で
す
。
た
だ
し
、

要
介
護
認
定
で
使
用
し
た
主
治
医
意
見

書
の
記
載
内
容
な
ど
が
必
要
な
要
件
を

満
た
し
て
い
る
場
合
は
、
市
で
発
行
す

る「
主
治
医
意
見
書
内
容
確

認
書
」
で
も
控
除
を
受
け
ら

れ
ま
す
。

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
☟

▼
問
い
合
わ
せ
／
高
齢
者
福
祉
課（
☎

６
５
６・６
５
２
２
）

確
定
申
告
用
の
認
定
書

募
　
集

▼
問
い
合
わ
せ
／
子
育
て
課（
☎

６
５
６・６
５
２
０
）

※
詳
細
は
市
Ｈ
Ｐ
か
ら
☞

物
価
高
対
応

子
育
て
応
援
手
当
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▼
内
容
／
バ
ラ
ン
ス
ボ
ー
ル
～
身
体
の
ゆ

が
み
矯
正
と
体
幹
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
～

▼
共
催
／
（
公
財
）市
ス
ポ
ー
ツ
協
会

▼
日
時
／
２
月
16
日（
月
）
午
前
10
時

半
～
午
前
11
時
半（
受
け
付
け
：
午
前

10
時
15
分
～
）

健
幸
教
室

　
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
は
、
身
体
を
さ

す
っ
て
揺
ら
す
な
ど
の
方
法
で
筋
肉
を
整

え
る
運
動
で
す
。
使
え
て
い
な
か
っ
た
筋

肉
を
整
え
る
こ
と
で
正
し
い
姿
勢
に
導

き
、
体
調
も
整
い
ま
す
。
運
動
不
足
解

消
の
た
め
に
ぜ
ひ
参
加
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

▼
日
時
／
２
月
26
日（
木
）
午
後
７
時

～
午
後
８
時（
受
け
付
け
：
午
後
６
時

半
～
）

▼
場
所
／
ビ
ッ
グ
ル
ー
フ
滝
沢　
大
ホ
ー
ル

▼
講
師
／
中な
か
だ田
幸ゆ
き
え恵
氏

▼
対
象
／
お
お
む
ね
18
歳
～
60
歳
の
市

民
か
市
に
勤
務
先
が
あ
る
人

▼
定
員
／
35
人（
先
着
）

▼
費
用
／
無
料

▼
持
ち
物
／
ヨ
ガ
マ
ッ
ト
、
バ
ス
タ
オ
ル

２
枚
、
飲
料
水

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
２
月
18

日（
水
）
ま
で
に
健
康
づ
く
り
課（
☎

６
５
６・
６
５
２
７
）
か
市

H
P
か
ら
☞

　

成
年
後
見
制
度
に
つ
い
て
、
制
度
の

概
要
や
成
年
後
見
人
の
役
割
な
ど
、
事

例
を
交
え
な
が
ら
分
か
り
や
す
く
説
明

し
ま
す
。

▼
日
時
／
２
月
６
日（
金
）
午
前
10
時

半
～
正
午

▼
場
所
／
市
民
福
祉
セ
ン
タ
ー
２
階

▼
講
師
／
盛
岡
広
域
成
年
後
見
セ
ン

タ
ー
職
員

▼
対
象
／
精
神
障
が
い
者
の
家
族
を
は

じ
め
ど
な
た
で
も

▼
費
用
／
無
料

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
１

月
30
日（
金
）
ま
で
に
地
域
福
祉

課（
☎
６
５
６・
６
５
１
７
、
F
A
X

６
８
７・
４
３
１
８
）
へ
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

精
神
障
が
い
者
家
族
教
室

　
市
内
の
水
道
検
針
業
務
を
行
う
検
針

員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

▼
採
用
人
数
／
２
人（
車
両
の
持
ち
込

み
が
で
き
る
人
）

※
年
齢
、
性
別
不
問
。

▼
職
務
内
容
／
毎
月
３
～
６
日（
４
日

間
）に
水
道
メ
ー
タ
ー
を
検
針

▼
検
針
区
域
・
給
与

①�

大
釜
：
３
万
３
千
円
～
３
万
８
千
円

程
度

②�

大
沢
・
篠
木
・
姥
屋
敷
：
２
万
４
千

円
～
２
万
８
千
円
程
度

※
ガ
ソ
リ
ン
代
支
給

▼
申
し
込
み
／
顔
写
真
付
き
の
履
歴

書
を
市
上
下
水
道
お
客
様
セ
ン
タ
ー

（
〒
０
２
０・０
６
９
２
中
鵜
飼
55
）に
郵

送
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
問
い
合
わ
せ
／
市
上
下
水
道
お
客
様

セ
ン
タ
ー
（
☎
９
０
８・２
８
８
８
）

水
道
検
針
員
募
集

▼
場
所
／
滝
沢
総
合
公
園
体
育
館
柔
剣

道
室

▼
講
師
／
市
ス
ポ
ー
ツ
協
会
職
員

▼
対
象
／
市
民

▼
定
員
／
25
人（
先
着
）

▼
費
用
／
無
料

▼
持
ち
物
／
動
き
や
す
い
服
装
、
室
内

用
運
動
靴
、
汗
拭
き
タ
オ
ル
、
飲
料
水

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
１
月

23
日（
金
）
か
ら
２
月
12
日（
木
）
ま

で
に
滝
沢
総
合
公
園
体
育
館（
☎

６
８
７・
３
３
１
１
）
へ
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

　
市
の
高
齢
者
の
保
健
福
祉
に
関
す
る

重
要
事
項
を
調
査
審
議
す
る
市
高
齢
者

保
健
福
祉
協
議
会
委
員
を
募
集
し
ま
す
。

▼
募
集
人
員
／
若
干
人（
次
の
条
件
を

満
た
す
人
）

・
40
歳
以
上
で
、
引
き
続
き
１
年
以
上

市
内
に
住
所
を
有
し
て
い
る
人

・
公
務
員
で
な
い
人

※�

協
議
会
は
年
２
～
３
回
程
度
開
催

し
、
原
則
公
開
し
て
い
ま
す
。

▼
委
員
任
期
／
４
月
１
日
～
令
和
11
年

３
月
31
日

▼
報
酬
・
旅
費
／
市
の
規
定
に
基
づ
き

報
酬
・
旅
費
を
支
給
し
ま
す
。

▼
申
し
込
み
／
市
販
の
履
歴
書
に
応
募

動
機
を
記
入
の
う
え
、
２
月
16
日（
月
）

ま
で
に
郵
送（
〒
０
２
０・
０
６
９
２
中

鵜
飼
55
市
福
祉
部
高
齢
者
福
祉
課
）
か

市
役
所
１
階
高
齢
者
福
祉
課
へ
提
出
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

封
筒
に「
高
齢
者
保
健
福
祉
協
議
会

委
員
応
募
履
歴
書
在
中
」
と
明
記
し

て
く
だ
さ
い
。

※�

応
募
に
係
る
諸
経
費
は
本
人
負
担
で
す
。

※�

応
募
後
の
履
歴
書
は
返
却
し
ま
せ
ん
。

▼
問
い
合
わ
せ
／
高
齢
者
福
祉
課（
☎

６
５
６・６
５
２
１
）

市
高
齢
者
保
健
福
祉

協
議
会
委
員
募
集

　
録音・点字広報の案内録音・点字広報の案内

　目が不自由な皆さんにも「広報
たきざわ」に掲載されている内容
を伝えるために「広報たきざわ録
音版」「広報たきざわ点字版」を
作成しています。
●対象　市内に住む希望者
●申し込み・問い合わせ
　たきざわ魅力発信推進室（☎
656－ 6562）

ナ
イ
ト

コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ニ
ン
グ
教
室
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相
　
談

▼
主
催
／
東
北
税
理
士
会
盛
岡
支
部

▼
日
時
／
２
月
７
日（
土
）
午
前
10
時

～
午
後
３
時
40
分

▼
場
所
／
エ
ス
ポ
ワ
ー
ル
い
わ
て（
盛
岡

市
中
央
通
一
丁
目
１
番
38
号
）

▼
受
付
期
間
／
事
前
予
約
制
で
す
。
１

月
28
日（
水
）ま
で
に
専
用
ダ
イ
ヤ
ル（
☎

０
５
０・
２
０
１
８・
１
１
５
０
）
に
申
し

込
み
く
だ
さ
い
。

※�

受
付
は
午
前
９
時
半
～
午
後
４
時
半

（
土
日
祝
日
除
く
）

▼
問
い
合
わ
せ
／
東
北
税
理
士
会
盛
岡

支
部（
☎
６
２
２・５
１
６
０
）

確
定
申
告
無
料
相
談
会

　

心
の
問
題
や
悩
み
の
あ
る
人
、
家
族

や
周
り
の
人
の
こ
と
で
困
っ
て
い
る
人

な
ど
、
精
神
科
医
が
相
談
に
応
じ
ま
す
。

▼
主
催
／
県
県
央
保
健
所

▼
日
時
／
２
月
18
日（
水
）
午
後
２
時

～
午
後
４
時

▼
場
所
／
県
県
央
保
健
所（
盛
岡
市
内

丸
11
番
１
号
盛
岡
地
区
合
同
庁
舎
２
階
）

▼
対
象
／
滝
沢
市
、
八
幡
平
市
、
雫
石

町
、
葛
巻
町
、
岩
手
町
、
紫
波
町
、
矢

巾
町
に
在
住
の
人
で
、
現
在
、
精
神
科

病
院
に
通
院
し
て
い
な
い
人
。

▼
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／
事
前

予
約
制
で
す
。
県
県
央
保
健
所（
☎

６
２
９・
６
５
７
４
）
へ
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

こ
こ
ろ
の
健
康
相
談

　

県
で
は
北
方
領
土
問
題
に
対
す
る
県

民
の
関
心
を
高
め
る
目
的
で
、
毎
年
２

月
７
日
の「
北
方
領
土
の
日
」
の
前
後

に
県
大
会
と
パ
ネ
ル
展
を
開
催
し
て
い

ま
す
。

　
本
年
度
は
次
の
日
時
で
開
催
し
ま
す
。

ぜ
ひ
参
加
く
だ
さ
い
。

▼
主
催
／
北
方
領
土
返
還
要
求
運
動
県

民
会
議

▼
日
時

①�

県
大
会
：
２
月
４
日（
水
）
午
後
１

時
半
～
午
後
３
時
10
分

②�

パ
ネ
ル
展
：
１
月
26
日（
月
）
～
２
月

４
日（
水
）
午
前
９
時
か
ら
午
後
９

時
ま
で

※�

１
月
26
日（
月
）
は
午
後
１
時
か
ら
、

２
月
４
日（
水
）は
午
後
３
時
ま
で

※�

１
月
27
日（
火
）は
休
館
日
の
た
め
入

館
で
き
ま
せ
ん

▼
場
所

①
ビ
ッ
グ
ル
ー
フ
滝
沢　
大
ホ
ー
ル

②
ビ
ッ
グ
ル
ー
フ
滝
沢　
ギ
ャ
ラ
リ
ー

▼
内
容

①�

学
識
者
に
よ
る
講
演
の
他
、
大
会
宣

言
な
ど
を
行
い
ま
す
。

※
当
日
は
手
話
通
訳
を
行
う
予
定
で
す

②�

北
方
領
土
の
概
要
、
歴
史
、
現
況
や

北
方
領
土
返
還
要
求

県
大
会
・
パ
ネ
ル
展

返
還
運
動
の
経
緯
な
ど
を
分
か
り
や
す

く
解
説
し
た
パ
ネ
ル
を
展
示
し
ま
す
。

▼
費
用
／
無
料

▼
問
い
合
わ
せ
／
北
方
領
土
返
還
要
求

運
動
県
民
会
議（
県
ふ
る
さ
と
振
興
部

国
際
室
内
）（
☎
６
２
９・５
７
６
５
）

催
し

　
県
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー
で
は
、

医
療
的
ケ
ア
児
と
そ
の
家
族
が
安
心
し
て

参
加
で
き
る「
開
か
れ
た
居
場
所
」
を
目

指
し
た
交
流
事
業
を
実
施
し
て
い
ま
す
。

▼
主
催
／
県
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン

タ
ー

▼
日
時
／
２
月
21
日（
土
）
午
前
10
時

～
正
午

▼
場
所
／
ふ
れ
あ
い
ラ
ン
ド
岩
手　

ふ

れ
あ
い
ホ
ー
ル（
盛
岡
市
三
本
柳
８
地
割

１
番
３
）

▼
内
容

　
県
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
の
取
り
組
み

に
つ
い
て
の
報
告
、
講
演
、
読
み
聞
か

せ
な
ど

▼
対
象

・
医
療
的
ケ
ア
児
者
と
家
族

・
医
療
的
ケ
ア
児
者
を
支
援
し
て
い
る
人

▼
定
員
／
40
人（
先
着
）

▼
申
し
込
み
／
２
月
６
日（
金
）

ま
で
に
申
し
込
み
フ
ォ
ー
ム
か

ら
☞

▼
問
い
合
わ
せ

　
県
医
療
的
ケ
ア
児
支
援
セ
ン
タ
ー（
☎

６
１
１・０
６
１
０
）

Ｉア
イ 

ｃ
ケ

ア

ａ
ｒ
ｅ
パ
ー
ク

▲昨年行われた県大会の様子


